
２０１８年度入学の１年生各位 

 

 

セメスター毎の履修登録単位数の上限（キャップ制）の解除について 

 

 

教養学部前期課程では、学生が個々の履修科目に対して十分な学習時間を確保できる

ようにするため、１Ｓセメスター、１Ａセメスター、２Ｓセメスターにおいて、セメス

ター毎の履修登録単位数の上限（３０単位）を設けています。 

 「平成３０年４月履修の手引き」にありますように、入学後（再入学を除く。）の最

初のＳセメスターにおいて以下の要件を満たした学生は、例外措置として、次のＡセメ

スターから履修登録単位数の上限を超えて履修登録を認めるものとされています。 

 

   ① 前期課程科目を２５単位以上取得していること 

   ② 前期課程科目の取得単位において合格・不合格のみの評価による科目の単位

数を除き、「優上」及び「優」の評価を受けた科目に係る単位数の取得単位数

に対する割合が９０％以上であること 

 

ついては、上記の要件を満たした学生で、１Ａセメスター、２Ｓセメスターの履修登

録単位数の上限を超えての履修登録を希望する者は、９月２６日（水）～２８日（金）

の間に教務課前期課程窓口で申請用紙を記入し、提出してください。 

 なお、申請者のうち、要件を満たさなかった学生については、１０月３日（水）まで

にＵＴＡＳの登録メールアドレス宛に連絡いたします。 
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